
業務手順書　一覧

子育て支援課 子育て支援係 1 児童手当の認定・却下に関すること 32-1581 R8.2.28見直し

2 児童手当の支給に関すること 32-1581 R8.2.28見直し

3
ひとり親家庭等医療費助成の認定・支給停止に

関すること
32-1581 R8.2.28見直し

4 ひとり親家庭等医療費助成の支給に関すること 32-1581 R8.2.28見直し

5 子育て支援医療費助成受給者証の交付 32-1581 R8.2.28見直し

6 子育て支援医療費助成の償還払処理 32-1581 R8.2.28見直し

7 児童扶養手当の認定・却下に関すること 32-1581 R8.2.28見直し

8 伊東市誕生祝金贈呈事業 32-1581 R8.2.28見直し

9 伊東市入学祝金贈呈事業 32-1581 R8.2.28見直し

10 子育て支援医療費助成の高額療養費処理 32-1581 R8.2.28作成

母子保健係 1 母子健康手帳交付 35-9906 R8.2.28見直し

2 幼児健康診査 32-1582 R8.2.28見直し

3 里帰り出産者のための妊婦健診委託契約締結 32-1582 R8.2.28見直し

4 妊婦健康診査費用助成（償還払） 32-1582 R8.2.28見直し

5
新生児聴覚スクリーニング検査費用助成（償還

払）
32-1582 R8.2.28見直し

6 産婦健康診査費用助成（償還払） 32-1582 R8.2.28見直し

7 未熟児養育医療給付 32-1582 R8.2.28見直し

8 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 32-1582 R8.2.28見直し

9 乳児（４か月児、１０か月児）健康診査 32-1582 R8.2.28修正

10 乳児（1か月児)健康診査 32-1583 R8.2.28作成

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



制度について、広報やホーム
ページ等で周知を図り申請漏れ
を防ぐ
未受給者一覧を出力し、申請対
象者か確認し、対象者について
申請の案内をする 未受給者一覧表

認定・却下を決定し、受給者台
帳を作成

≪課長決裁≫
稟議書
認定者一覧
却下者一覧
受給者台帳

住民への周知・未受給者の把握

未受給者の確認・通知

補足

変

更

点

支給要件に該当する受給資格者
から認定請求書を受付

認定請求書の受付
↓
認定・却下の決定
↓
申請月の翌月
毎月１６日頃
認定・却下通知送
付

児童手当法
児童手当法施行規
則
伊東市児童手当事
務取扱規程

認定請求書

記載事項及び公簿等により審査 システムに入力 ◎

認定請求者に通知書を送付
認定通知書
却下通知書 ㊵

請求

【受給資格者】 認定請求書の受付

認定請求書記載事項等の確認

認定請求書の審査

認定・却下の決定

通知

【認定請求者】 認定・却下通知書送付

関連部門 当該部門

請求書・添付書類の記載事項に
漏れ、誤りがないか確認

業務・事務の目的 児童手当の認定請求書の処理

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 1 業務・事務名 児童手当の認定・却下に関すること



支払通知書を作成し、対象者へ
送付

支払通知書
随時支払時のみ支
払通知を送付 ㊵

支給額を決定
≪課長決裁≫
稟議書・支払者一
覧表・支払集計表

⑬

補足

変
更
点

受給者台帳より支払期分の支払
予定者リストを作成

児童手当法
児童手当法施行規
則
伊東市児童手当事
務取扱規程
伊東市児童手当の
支給に関する規則

支払予定者リスト

支出伝票を起票し、会計課へ振
込依頼

≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼支出
命令書・口座振込依頼
書・支払振込データ
（USB）

⑭
⑮

支払日に口座振込
振込不能口座の確認

支払者帳票作成(予定)

支給額の決定

依頼

【会計課】
支出負担行為伺兼支出命令書作成・

口座振込依頼

支払
通知

支払通知書の送付

【対象者】 口座振込の確認

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 児童手当受給者に対し手当を支給する。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 2 業務・事務名 児童手当の支給に関すること



㊵

・静岡県ひとり親
家庭等医療費助成
事業事務取扱要領
・伊東市ひとり親
家庭等医療費助成
金交付要綱

◎

㊵

【受給資格者】

毎年5月末に交付申請書提出者に更
新申請書を送付、6/1から受付。
6月中旬までに7/1以降の受給資格を
確認する。

・ひとり親家庭等医療
費助成支給停止通知書送付

送付
更新申請書の送付

・ひとり親家庭等医療
費助成金受給者証更新
申請書

更新申請書の受付
申請

システムに入力

・ひとり親家庭等医療
費助成金受給者証交付
申請書

交付（更新）申請書
記載事項等の確認

交付（更新）申請書・添付書類の記
載事項に漏れ、誤りがないかを確認
する。

交付（更新）申請書の審査 記載事項及び公簿等により審査

変
更
点

申請書の受領

↓

認定・支給停止
の決定

５日間

補足

《課長決裁》
・ひとり親家庭等医療
費助成資格台帳一覧表認定・支給停止の決定

申請日の翌日から6/30までの認定・
支給停止を決定する。

【受給資格者】
所　得　税

受給資格者に結果を送付
・ひとり親家庭等医療
費助成認定通知書

【非課税】
認　　定

【課税】
支給停止

・ひとり親家庭等医療
費助成受給者証

【受給資格者】
申請

交付申請書の受付
支給要件に該当する受給資格者から
交付申請書を受付

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 ひとり親家庭等のうち所得税非課税世帯に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 3 業務・事務名 ひとり親家庭等医療費助成の認定・支給停止に関すること



㊵

⑬

国保連合会から医療費データの事務
取扱手数料の請求が来るので、その
支払をする。

・静岡県ひとり親
家庭等医療費助成
事業事務取扱要領

《課長決裁》
稟議書、公費負担医療
に関する診療（調剤）
報酬等請求内訳書、支
出負担行為伺兼支出命
令書、払込請求書（納
入通知書）兼領収書

⑭
⑮

・ひとり親家庭等医療
費助成金支払通知書

口座振込の確認
・支払日に口座振込
・振込不能口座の確認

補足

変
更
点

受給者が医療機関で受診
・県内受診⇒医療機関から国保連
合会へ診療データが送付され、国保
連合会で決定後、データが伊東市へ
届く。
・県外受診、受給者証未提示⇒受給
者が子育て支援課へ償還払申請をす
る。

・静岡県ひとり親家
庭等医療費助成事業
事務取扱要領
・伊東市ひとり親家
庭等医療費助成金交
付要綱

支給申請書の受理

↓

申請月の翌月
毎月１７日頃
支払額の決定

↓

毎月２３日頃
支払通知書の送付

↓

振込
毎月３０日頃

・ひとり親家庭等医療
費受給者別一覧表

・医療費データをシ
ステムに取り込む

《課長決裁》
稟議、支払い対象者一
覧表、ひとり親家庭等
医療費助成金支給申請
書

⑭
⑮

【会計課】 支出負担行為伺兼支出命令書
作成・振込依頼

支出伝票を起案し、会計課へ振込依頼

振込

【受給者】 支払通知書の送付
支払通知書を作成し、受給者へ送付す
る。

依頼

送付

受給者が直接
市へ申請【静岡県内

医療機関】
支給申請書の受理

医療費データ送付

データ

【静岡県国民健康保険
団体連合会】

医療費データ受理

・支給申請書をシス
テムに入力する

内容確認、審査、支払額の決定
・医療費データの重複・資格等の確認
・支給申請書の内容確認
・支払額を決定する。

・ひとり親家庭等医療
費助成金支給申請書
・領収書

請求
【静岡県国民健康保険

団体連合会】
事務取扱手数料払込書受理

払込
依頼 支出負担行為伺兼支出命令書

作成・払込依頼【会計課】

【受給者】
県内で受診

【受給者】県外医療
機関または受給者
証未提示で受診

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 ひとり親家庭等のうち所得税非課税世帯に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 4 業務・事務名 ひとり親家庭等医療費助成の支給に関すること

事務取扱手数料について

医療費の支払いについて



申請書の受領
↓
交付決定

５日間

伊東市子育て支援
医療費助成条例及
び施行規則

《課長決裁》
子ども医療費助成資格
台帳一覧表
子ども医療費受給者証
交付申請書兼助成資格
者台帳

週に１度まとめて起
案
受給者証の有効期限
は9月30日

㊵

補足

変
更
点

◎

交付決定・通知稟議起案
受給者証の交付決定及び通知に係る
稟議を起案する。

伊東市役所文書取
扱規程

ファイリング

システムに入力

【保護者】 受給者証の交付
決裁後、認定通知書、受給者証及び
制度案内を発送する。

申請

【保護者】 申請書受領・審査 申請書の内容を確認、審査する。 申請書

業務・事務の目的
子どもの医療費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子育てを支援するとともに子どもの保険の向上に寄与し、もって子どもの福祉の増進に資することを目的とす
る。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

子育て支援係 シート番号 5 業務・事務名 子育て支援医療費助成受給者証の交付部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

毎月月末に支給

⑭
⑮
㊷

申請書等の内容を確認、審査す
る。
【確認事項】
・他医療費助成の該否
・添付書類の適否
・受給資格（受診年月）　等

申請書の受領
↓
支出（翌月末）

２０日～４０日

伊東市子育て支援
医療費助成条例及
び施行規則

申請書 システムに入力 ◎

医療費の支給決定に係る稟議を
起案する。

≪課長決裁≫
支払い対象者一覧
表
子育て支援医療費
助成金交付申請書

毎月月初に起案 ⑬

補足

変
更
点

㊵

伊東市役所文書取
扱規程

【会計課】 支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

決裁後、支出伝票を起案する。

支給決定稟議起案

【医療機関】

ファイリング

振込

支払通知書を発送する。【受給者】 支払通知書の送付

申請

【受給者】
③

申請書受領・審査

①
② 医療費 医療行為

関連部門 当該部門
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 6 業務・事務名 子育て支援医療費助成の償還払処理

業務・事務の目的
子どもの医療費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子育てを支援するとともに子どもの保険の向上に寄与し、もって子どもの福祉の増進に資することを目的とす
る。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

事務・業務フロー



【

【

不備の補正

【請求者】
システムに却下処理（登録）を
して、却下通知書を作成し交付

請求書・添付書類の記載内容、
所得情報・世帯情報・年金情報
を確認（照会）し、システムに
入力

公的年金調書

１月１日の住民登
録が市外の場合は
情報連携により所
得情報を確認

記載内容・添付書類に誤りや不
備がないか確認し受付

システムに認定処理（登録）を
して、認定通知書等を作成し交
付

≪課長決裁≫
稟議書
認定者一覧
児童扶養手当認定通知
書
児童扶養手当支給停止
通知書
児童扶養手当証書

㊵通知
認定通知書等の交付

却下

通知
却下通知書の交付

補足

変
更
点

認定請求書の受付
↓
審査

５～６０日間
↓
交付

１～３日間

児童扶養手当法
児童扶養手当法施
行令
児童扶養手当法施
行規則
伊東市児童扶養手
当事務取扱規程

認定請求書
７月から９月の請
求者は「所得状況
届」を併せて提出

≪課長決裁≫
稟議書
却下者一覧
児童扶養手当認定請求
却下通知書

㊵

【請求者】児童扶養手当
認定請求書作成・提出

提出
認定請求書の受付

認定請求書の審査
照会
調査
回答

認定

関連部門 当該部門

【市民課】
【課税課】

【保険年金課】
【社会福祉課】

【民生委員児童委員】

業務・事務の目的 児童扶養手当の認定請求書の処理

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 7 業務・事務名 児童扶養手当の認定・却下に関すること



支払日に口座振込

㊵

支出伝票を起票し、会計課へ振
込依頼

≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼支
出命令書・口座振込
依頼書・支払データ
（USB）

⑭
⑮

記載事項及び公簿等により審査

【申請者】 支給決定通知送付

口座振込の確認

補足

変
更
点

依頼

【会計課】
支出負担行為伺
兼支出命令書起案

振込

支給要件に該当する対象者から
申請兼請求書を受付

申請兼請求書受付
↓

支給決定
↓

申請月の翌月末に
支給

・伊東市祝金条例
・伊東市祝金条例
　施行規則

申請兼請求書

誕生祝金の支給に係る稟議を起
案

≪課長決裁≫
稟議書・伊東市誕生
祝金申請者一覧表

支給決定通知を支給対象者へ送
付

伊東市誕生祝金支給
決定通知書

申請

【申請者】 申請兼請求書の受付

申請兼請求書の審査

支給決定稟議起案

業務・事務の目的 新たな市民の誕生に当たり、次代を担う子の健やかな成長を願い、誕生祝金を支給する。

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 8 業務・事務名 伊東市誕生祝金贈呈事業



申請兼請求者へ支給決定通知書
を送付する。

伊東市祝金条例

伊東市祝金条例施
行規則

㊵

審査の結果、支給要件に該当し
支給となる場合は、支給決定に
係る稟議を起案し、決裁を取
る。

≪課長決裁≫
伊東市入学祝金支
給決定通知書

記載事項の確認及び公簿等によ
り支給要件に該当するか審査す
る。

申請兼請求書

管理台帳に記載の対象児童の住
所宛に案内通知・申請兼請求書
を送付する。

㊵

管理台帳

変
更
点

新小中学生のうち、要件を満た
す児童を把握するため、管理台
帳を作成する。

伊東市祝金条例

伊東市祝金条例施
行規則

表計算ソフトにて
管理

【申請兼請求者】

申請者より申請兼請求書の提出
を郵送又は窓口にて受理する。

申請兼請求書の受理
↓
申請却下通知書の送
付
10日～20日間

申請兼請求書の受理
↓
支出
20日～30日間

審査の結果、支給要件に該当せ
ず却下となる場合は、申請兼請
求者へ申請却下通知書を送付す
る。

㊵

支出伝票を起案し、決裁を取
る。

伊東市会計規則

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

支給決定稟議起案・決裁

回付

【会計課】
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

振込

通知

【申請兼請求者】 支給決定通知書送付

補足

⑭
⑮

管理台帳作成

通知

案内通知・申請兼請求書送付

申請

申請兼請求書受理

申請兼請求書審査

不適当

通知

【申請兼請求者】
申請却下通知書

を送付
適当

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 お子様の健やかな成長を祝い、小学校及び中学校進学という成長の節目に祝金を贈呈する。

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係 シート番号 9 業務・事務名 伊東市入学祝金贈呈事業



【

事務内容又は目的

伊東市　業務手順書

当初作成日 2026/2/28 見直し日 見直しによる変更

シート番号 10 業務・事務名 子育て支援医療費助成の高額療養費返納業務

業務・事務の目的
子どもの医療費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子育てを支援するとともに子どもの保険の向上に寄与し、もって子どもの福祉の増進に資することを目的とす
る。

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 子育て支援係

内包するリスク ⑤、⑦、㊵

事務・業務フロー

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市子育て支援医療
費助成条例及び施行規
則

≪課長決裁≫
高額療養費支給申請書
及び委任状
高額療養費対象者一覧
表

㊵

・委任状を受理後、加入健康保険組
合へ高額療養費支給申請書及び委任
状を提出する。

≪課長決裁≫
高額療養費支給申請書
及び委任状 ㊵

≪課長決裁≫
返納調書

⑤
⑦

・加入健康保険組合から、高額療養
費が支給される

補足

変
更
点

【加入健康保険組合】 高額療養費受領

・受給者が県内医療機関で受診⇒医
療機関から国保連合会へ診療データ
が送付され、国保連合会からデータ
が伊東市へ届く。

・高額療養費の該当見込を抽出し、
代理申請及び受領のための委任状の
提出を保護者へ依頼する。

・高額療養費支給決定通知を受理
し、該当金額・支給日を確認し、返
納調書を会計課へ提出する。

委任状受理
↓
申請
10日間

データ受領
↓

委任状提出依頼
10日間

高額療養費支給申請書及び委任状提出

【加入健康保険組合】

高額療養費支給決定

返納調書作成【会計課】

医療費データ
受領

高額療養費
該当見込を抽出

委任状提出依頼

委任状受理

【静岡県国民健康保険団体連合会】

【静岡県内
医療機関】

データ

医療費
データ

【受給者】
県内で受診

【保護者】



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 1 業務・事務名 母子健康手帳交付

業務・事務の目的 母子健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する母子の状態を記録し、妊婦及び乳幼児の健康増進・保持に役立てることを目的に交付する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹　※母子健康手帳・別冊・副読本等の発注も必要となるため㉘、㉙にも注意

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

【妊娠届出者】
申請

受付

母子健康手帳交付

母子健康手帳の説明

母子健康手帳セットの説明

母子保健事業の説明

妊娠届アンケートの内容確認・相談

母子保健や子育て支援サービスのプラ
ン作成

・妊娠届出書を受け付ける。
・住基オンラインにより住民票
を確認する。
・妊娠届出書の内容、マイナン
バー及び本人確認をする。
・母子手帳交付台帳に記入す
る。
・母子健康手帳に、交付年月
日、交付番号を押印する。
・妊娠届アンケートを渡し、記
入してもらう。
【届出者持ち物】
・妊娠届出書
・本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの

妊娠届の受理
↓
母子健康手帳の交
付
↓
妊娠届アンケート
の内容確認・相談

即日

母子保健法
第１５条
（妊娠の届出）
第１６条
（母子手帳交
付）

・交付台帳
・妊娠届出アンケート
・健康管理システム

妊婦が体調不良等
で届出できない場
合は、委任状によ
り代理申請ができ
る。

プレママ・プレパパ教室、産後
ケア事業、新生児訪問等の各事
業を説明。

全ての妊婦がサービスを選定
し、利用できるように情報提供
や助言をする。

母子健康手帳を渡し、記名して
もらう。

母子健康手帳の見方、使い方な
どについて、説明を行う。

母子健康手帳副読本、子育て支
援に関する各種制度等パンフ
レットの内容を説明。

・母子健康手帳セット

全ての母子健康手帳交付者にア
ンケートに沿って聴き取りを行
い、妊娠・出産・子育ての相談
を行う。

妊娠届出書、妊娠届アンケート
に基づき、面接内容を記録し、
保管する。

・アセスメントシート システム入力

記録を1か月まとめて報告する。

≪課長供覧≫
・妊娠届出書
・面接記録
・アセスメントシート

変
更
点

妊娠届出書、アンケート用紙の記録・
保管

報告

補足



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 2 業務・事務名 幼児健康診査

業務・事務の目的
幼児（1歳６か月児、３歳児）に対し、医師・歯科医師・保健師等、専門スタッフによる総合的な健康診査を実施することにより、幼児の健康の保持増進や、母子保健水準の一層の向上を図
る。

内包するリスク

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻

事務・業務フロー
事務内容又は目的

年間計画

周　　　知

対象児リスト抽出

対象児へ　案内通知発送

対象児の確認

準備【事前】

当日朝、健診出動職員にて事前打ち合わせを行
う。各々に連絡票を渡し、共有事項を確認する。

当日午前中に会場準備、セッティングを行う。
（健康スタジオ、診察室等）

㊻
準備【当日】

受付

【医師・歯科医師･保
健師】
【看護師・歯科衛生
士･栄養士】
【心理士･保育士】

健診実施

健診後のミーテイング

記録

㊻

健診の流れにそって、受診。
健診項目：身体計測、歯科健診、内科健診、フッ
素塗布、保健相談（３歳児健診はさらに尿検査、
眼科検診）。
保健相談は保健師、フッ素塗布は歯科衛生士、眼
科検診は視能訓練士等、各々のブースは専門ス
タッフにて実施する。
母子健康手帳と母子健康カートﾞに健診結果を記
入し、母子健康手帳のみ保護者に返す。
母子の状況によっては、栄養相談（栄養士）や発
達相談（心理士）なども案内する。

母子健康カード ㊻

報告

健診未受診者への対応

補足
健診未受診で、健診受診年齢を超えてしまった対象児については、家庭訪問・在園先への問い合わせや情報共有を実施するなどして、児の所在と健康・生活状況等を必ず確認するように対処する。（状
況により、児童ケースワーカーとの同行訪問や連携した対応を検討する場合もあり）

変
更
点

・前年度の10月以降から日程、会場等の調
整、スタッフ等の全体の計画をする。
・スタッフ等全体の計画は１月頃から行
い、2月に行われる母子保健事業連絡会に
て、医師依頼等全体の日程の調整をする。

母子保健法

母性、乳幼児に対
する健康診査及び
保健指導に関する
実施要領（平成８
年11月20日付け児
発第934号厚生省
児童家庭局通知）

妊産婦及び幼児健
康診査実施要綱
（平成９年４月１
日付け児発第251
号厚生省児童家庭
局長通知）

母子歯科健康診査
および保健指導に
関する実施要領
（平成９年３月31
日付け児発第231
号

健政発第301号厚
生省児童家庭局
長、健康政策局長
連名通知）

毎月月末に、次々月の健診対象者を健康管
理システムにて抽出
※直近の転入者は転入日を記載。

健診2週間前に保健師に対象児の名簿を回覧
し、共有事項を記載する。対象児リストに
て、母子健康カードを確認する。（氏名・
生年月日・保護者名・連絡先住所・転出入
の有無）

受付簿に受付番号、アンケートに受付番号及び受
診日、受診児の母子健康手帳に、受付番号、受診
日、市名を押印し、保護者に渡す。
※３歳児健康診査では、尿検査があるため、尿を
受け取り、尿検査スタンプを母子手帳に押印す
る。

市広報、メールマガジン等で、健診日時等
について周知する。

・市広報（該当月
号）
・市メールマガジン
・子育て支援アプリ
　行事予定

毎月月初め頃、次月の健診対象者宛に案内
通知を発送する。 ㊵

対象者の母子健康カードを漏れがないよう
準備、揃えておく。（未受診者分も含む）
健診連絡票を作成する。

健診連絡票

歯科衛生士や視能訓練士、保健師などと本
日の健診・相談の様子で、気になった母
子・健康課題がある母子などの情報共有を
行い、今後の支援を検討する。

母子健康カード

健康管理システムに受診日、健診結果等を
入力する。
乳幼児リストに健診結果を記載する。

事業実施報告書
健診結果報告書

【健診対象者】

【健診未受診者】
対象月の健診未受診者・累積未受診者へ、
次回以降の健診案内通知を送付する。又
は、電話等で受診を促す。

通知文又は電話等 ㊵

健診の結果をまとめ、課内供覧し、情報を共有す
る。
特に事後支援が必要な母子については一覧表に
し、各担当保健師や事後支援に関わる事業担当者
等へ渡す。

㊻



伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 3 業務・事務名 里帰り出産者のための妊婦健診委託契約締結

業務・事務の目的 県外医療機関と委託契約を締結し、県外医療機関でも伊東市の妊婦健康診査受診票が使用できるようにする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊵、㊶、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

周知

【里帰り出産希望者】 周知

委

託

契

約

締

結

の

可

否

を

確

認

【医療機関】

回答

連絡

【里帰り出産希望者】 把握、聴き取り

協議
【医療機関】
契約内容の確認

契約締結準備

合議

【庶務課】 契約締結稟議

送付
【医療機関】

押印後、契約書を送付
決裁後、契約締結

診察後

提出
【医療機関】

請求書・受診票を提出
請求書・受診票の受領

データ入力

請求書の供覧

回付

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

【医療機関】

補足

変
更
点

妊娠届の受付時、里帰り出産等
を把握した場合に、①里帰り先
の医療機関と市との妊婦健康診
査委託契約の締結　②妊婦健康
診査費用の償還払　の優先順位
で２種類の制度を周知。まずは
当該医療機関が市と委託契約締
結が可能かどうか里帰り出産希
望者に確認を求める。
※　県外医療機関でも静岡県と
妊婦健康診査委託契約締結して
いる場合があることに注意す
る。

・母子保健法
・妊婦に対する健康診
査についての望ましい
基準（平成27年厚生労
働省告示第226号）
・静岡県妊婦健康診査
実施要領

制度案内文

当該医療機関との委託契約締結
が可能であると連絡を受けた場
合、氏名・生年月日・病院の所
在地・里帰り日程・出産予定
日・連絡先を聴き取り

契約締結稟議を起案
≪課長決裁≫
妊婦健康診査委託契約
書

㉕

①　医療機関から請求書と受診
票を受領
②　受診票の種類・件数と請求
書の内容が一致するか精査

①　契約書案を送付
　　（メールかFAX）
②　契約相手方について、契約
者の役職や、契約者と請求者・
契約印と請求印が一致するかを
確認

FAX返信票
（医療機関の所在地・
名称・契約者について
医療機関が記載）

㉑
㉒
㉔
㉕
㊶

①　契約書２通・請求書様式・
請求方法説明文を送付
②　医療機関からの返送後契約
書１通を再送付

㊵

①　支出負担行為伺兼支出命令
書を作成するための集計表を作
成
②　健康管理システムに受診内
容を入力

・支出用集計データ
・健康管理システム

㉖
◎

請求書
受信票

他の医療機関からの妊婦健康診
査請求書とまとめて課長まで供
覧

伊東市会計規則
①　支出負担行為伺兼支出命令
書を起案
②　決裁後、会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支出
命令書

⑬
⑭
⑮



回答

業務・事務の目的 県外医療機関などで伊東市の妊婦健康診査受診票が使用できなかった場合に、その診査費用の一部を償還払により助成する。

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 4 業務・事務名 妊婦健康診査費用助成（償還払）

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

周知

【里帰り出産希望者】 周知

委

託

契

約

締

結

の

可

否

を

確

認

【医療機関】

連絡

【里帰り出産希望者】 把握、償還制度の案内

申請

案内

受診後

合議

【財政課】 交付額が５万円以上の場合は財政
課に合議

決裁後、データ入力

送付

交付決定通知書送付

提出

請求書の受領

回付

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

【申請者】

補足

変
更
点

妊娠届の受付時、里帰り出産等を
把握した場合に、①里帰り先の医
療機関と市との妊婦健康診査委託
契約の締結　②妊婦健康診査費用
の償還払　の優先順位で２種類の
制度を周知。まずは当該医療機関
が市と委託契約締結が可能かどう
か里帰り出産希望者に確認を求め
る。
※　県外医療機関でも静岡県と妊
婦健康診査委託契約締結している
場合があることに注意する。

即日

・母子保健法
・妊婦に対する健康診
査についての望ましい
基準（平成27年厚生労
働省告示第226号）
・静岡県妊婦健康診査
実施要領
・伊東市里帰り等妊婦
健康診査助成金交付実
施要領

制度案内文

当該医療機関との委託契約の締結
が不可であると連絡を受けた場
合、妊婦健康診査費用の償還払の
制度を案内

即日

【申請者】
里帰り等による妊婦健康診査
助成金交付申請書・受診票等

の提出

交付決定及び支出に係る稟議

【申請者】
里帰り出産等による妊婦健康
診査助成金請求書兼支払金口
座振替依頼書の作成・提出

申請者から請求書を受領、課長ま
で供覧

請求書の受領
↓
申請者への支払

１４日間

伊東市会計規則

請求書
≪課長供覧≫
里帰り出産等による妊婦
健康診査助成金請求書兼
支払金口座振替依頼書

申請者は産婦本人とし、出産後１
年以内の申請を受理

【申請者持ち物】
・領収書原本
・母子健康手帳
・妊婦健康診査受診票
・印鑑
・口座番号が分かるもの

申請書の受理
↓
稟議起案・決裁
↓
データ入力
↓
交付決定通知書送付

５日間
（なお、稟議決裁・
データ入力・決定通知
書送付は同日）

≪課長決裁≫
里帰り出産等による
妊婦健康診査助成金
交付決定通知書
≪課長供覧≫
・里帰り等による妊
婦健康診査助成金交
付申請書
・領収書写し
・手帳写し
・受診票

⑫

担当者の事業集計に助成内容を入
力するとともに、健康管理システ
ムに受診内容を入力

・支出用集計データ
・健康管理システム ◎

交付決定通知書を送付 ㊵

①　支出負担行為伺兼支出命令書
を起案
②　決裁後、会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支出
命令書

⑭
⑮



伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 5 業務・事務名 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成（償還払）

業務・事務の目的 県外医療機関などで伊東市の新生児聴覚スクリーニング検査受診票が使用できなかった場合に、その検査費用の一部を償還払により助成する。

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

回付

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

【申請者】

補足

案内

【里帰り出産希望者】 償還制度の案内

受診後

【申請者】
新生児聴覚スクリーニング検
査費助成金交付申請書・受診

票等の提出

申請

交付決定及び支出に係る稟議

決裁後、データ入力

送付

交付決定通知書送付

①　支出負担行為伺兼支出命令
書を起案
②　決裁後、会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

⑭
⑮

変
更
点

妊娠届の受付時、里帰り出産等
を把握した場合に新生児聴覚ス
クリーニング検査費用の償還払
の制度を案内

即日

・新生児聴覚検査
の実施について
（平成19年1月29日
雇児母発第0129002
号厚生労働省雇用
均等・児童家庭局
母子保健課長通
知）
・静岡県新生児聴
覚スクリーニング
検査実施要領
・伊東市新生児聴
覚スクリーニング
検査費助成事業実
施要領

制度案内文

【申請者】
新生児聴覚スクリーニング検
査費助成金請求書兼支払金口
座振替依頼書の作成・提出

申請者から請求書を受領、課長
まで供覧

請求書の受領
↓
申請者への支払

１４日間

伊東市会計規則

請求書
≪課長供覧≫
新生児聴覚スク
リーニング検査費
助成金請求書兼支
払金口座振替依頼
書

提出

請求書の受領

出産後１年以内の申請を受理

【申請者持ち物】
・領収書原本
・母子健康手帳
・新生児聴覚スクリーニング検
査受診票
・印鑑
・口座番号が分かるもの

申請書の受理
↓
稟議起案・決裁
↓
データ入力
↓
交付決定通知書送付

３日間
（なお、稟議決裁・
データ入力・決定通
知書送付は同日）

≪課長決裁≫
新生児聴覚スク
リーニング検査費
助成金交付決定通
知書
≪課長供覧≫
・新生児聴覚スク
リーニング検査費
助成金交付申請書
・領収書写し
・手帳写し
・受診票

⑫

担当者の事業集計に助成内容を
入力するとともに、健康管理シ
ステムに受診内容を入力

・事業集計データ
・健康管理システ
ム

◎

交付決定通知書を送付 ㊵



支払

①　支出負担行為伺兼支出命令
書を起案
②　決裁後、会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

⑭
⑮

回付

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

交付決定通知書を送付 ㊵

申請者は産婦本人とし、受診後
１年以内の申請を受理

【申請者持ち物】
・領収書原本
・母子健康手帳
・産婦健康診査受診票
・印鑑
・口座番号が分かるもの

申請書の受理
↓
稟議起案・決裁
↓
データ入力
↓
交付決定通知書送付

３日間
（なお、稟議決裁・
データ入力・決定通知
書送付は同日）

≪課長決裁≫
産婦健康診査助成
金交付決定通知書
≪課長供覧≫
・産婦健康診査助
成金交付申請書
・領収書写し
・手帳写し
・受診票

⑫

担当者の事業集計に助成内容を
入力するとともに、健康管理シ
ステムに受診内容を入力

・事業集計データ
・健康管理システ
ム

◎

変
更
点

妊娠届の受付時、里帰り出産等
を把握した場合に産婦健康診査
の償還払の制度を案内

即日

・母子保健法
・母子保健法施行
規則
・静岡県産婦健康
診査実施要領
・産婦健康診査実
施要領

制度案内文

【申請者】
産婦健康診査助成金請求書兼
支払金口座振替依頼書の作

成・提出
申請者から請求書を受領、課長
まで供覧

請求書の受領
↓
申請者への支払

１４日間

伊東市会計規則

請求書
≪課長供覧≫
産婦健康診査助成
金請求書兼支払金
口座振替依頼書

提出

請求書の受領

【申請者】

補足

案内

【里帰り出産希望者】 償還制度の案内

受診後

申請
【申請者】

産婦健康診査助成金交付申請
書・受診票等の提出

交付決定及び支出に係る稟議

決裁後、データ入力

送付

交付決定通知書送付

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 県外医療機関などで伊東市の産婦健康診査受診票が使用できなかった場合に、その診査費用の一部を償還払により助成する。

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 6 業務・事務名 産婦健康診査費用助成（償還払）



調定伝票　起案・決裁

調定伝票の決裁後、子育て支援医療
費助成金交付申請書に調定伝票、納
入済通知書、稟議、申請者宛通知
（写）、委任状（写）を添えて申請

子育て支援医療費助成金
交付申請

≪課長決裁≫
調定伝票・納入済通知
書

≪記録≫
収入原簿・収入集計

⑤
⑦
⑨

【審査支払機関】

未熟児養育医療自己負担額の決定及
び子育て支援医療費助成金交付申請

の委任に係る稟議
起案・決裁

決裁後、当該治療を受けた世帯に対
し、申請時の委任状により自己負担
額の徴収がないことを文書にて説明

㊵

未熟児養育医療自己負担額と子育て
支援医療費助成金額について診査

未熟児養育医療自己負
担額の決定及び子育て
支援医療費助成金交付
申請の委任に係る稟議
↓
未熟児養育医療自己負
担額決定通知
↓
調定伝票　起案
↓
子育て支援医療費助成
金交付申請

２日間

≪課長決裁≫
・未熟児養育医療自己
負担額決定通知
・子育て支援医療費助
成金交付申請書
≪課長供覧≫
・委任状（写）

①　未熟児養育医療自己負担額と同
額の調定伝票を起票
②　決裁後、収入原簿と担当の収入
集計に入力

①　支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
②　決裁後、会計課へ回付

※未熟児養育医療国庫負担金、県負
担金として、公費負担金の1/2を国
に、1/4を県に請求

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支出
命令書

⑭
⑮

【審査支払機関】
（社会保険診療報酬支払基金）
（国民健康保険団体連合会）

払込請求書等の受領

公費負担医療診療報酬等請求内訳
書、連名簿の内容を精査し、担当者
の事業集計に入力

事業集計精査、データ入力

①　決裁後、申請者に養育医療給付
承認通知と養育医療券を送付
②　指定医療機関に医療機関宛て通
知と養育医療券（写）を送付

㊵

【申請者】
養育医療給付申請書等

の提出
養育医療給付申請書等の受理

申請書の記載事項及び公簿等による
審査

≪課長決裁≫
・養育医療券
・養育医療給付承認通
知
・医療機関宛て通知

≪課長供覧≫
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・地方税関係情報に係
る同意書
・申請世帯台帳
・身分確認書類
・保険証写し

養育医療券の発行に係る稟議

申請

対象児の入院中の申請を受理

【申請者持ち物】
・養育医療意見書（医師記入）
・保険証の写し（児のものが発行前
の場合は、証明書又は扶養する保護
者の保険証の写し）
・市町村民税額が分かる書類（同意
により省略できる場合あり）
・申請者の個人番号カード又は通知
カード+身分証
・世帯全員分の個人番号が確認でき
るもの
・印鑑

【窓口で記載する書類】
・養育医療給付申請書
・世帯調書
・子ども医療費助成金交付申請に係
る委任状
・地方税関係情報に係る同意書

申請書の受理
↓
養育医療券の発行に係
る稟議起案・決裁
↓
データ入力
↓
養育医療券の発行

３日間

（なお、稟議決裁・
データ入力・養育医療
券発行は同日）

・母子保健法
・母子保健法施行規則
・未熟児養育医療費等
国庫負担金交付要綱
・静岡県未熟児養育医
療県負担金交付要綱
・伊東市母子保健法に
基づく養育医療の給付
等に関する規則
・伊東市会計規則

給付申請書等

担当者の事業集計に対象者情報を入
力するとともに、健康管理システム
に申請内容を入力

・事業集計データ
・健康管理システム ◎

養育医療券の発行

審査支払機関から診療報酬・診査支
払手数料の請求書、公費負担医療診
療報酬等請求内訳書、連名簿を受領

≪前提≫契約締結事務を県に委任
し、審査支払機関に診療報酬支払事
務を委託済

払込請求書の受領
↓
データ入力
↓
診療報酬及び審査支払
手数料の支払に係る稟
議起案
↓
支出負担行為伺兼支出
命令書起案
↓
審査支払機関への支払

１４日間
（ただし診療報酬と審
査支払手数料の振込期
日が違うため注意）

≪課長供覧≫
・払込請求書
・公費負担医療診療報
酬等請求内訳書
・連名簿

公費負担医療診療報酬等請求内訳書
等を基に支出について診査

≪課長決裁≫
診療報酬及び審査支払
手数料の支払に係る稟
議

診療報酬及び審査支払手数料の支払
に係る稟議　起案・決裁

回付

支払

決定

【申請者】
未熟児養育医療自己負担額

決定通知

申請

支出

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

【子育て支援係】
子育て支援医療費担当

決裁後、データ入力

【申請者】
発行

受診

【指定医療機関】

送付

請求

請求

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 出生体重が２，０００g以下又は生活力が特に弱い赤ちゃんを対象に、指定医療機関での入院治療に伴う医療費が世帯収入に応じて軽減される公費負担制度

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 7 業務・事務名 未熟児養育医療給付



関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

収入伝票の受領【会計課】
①　会計課からの収入伝票と納入済
通知書を課長まで供覧
②　収入原簿と担当者の収入集計に
出納日を入力

即日

≪課長供覧≫
収入伝票・納入済通知
書

≪記録≫
収入原簿・収入集計

補足

変
更
点

・母子保健法
・母子保健法施行規則
・未熟児養育医療費等
国庫負担金交付要綱
・静岡県未熟児養育医
療県負担金交付要綱
・伊東市母子保健法に
基づく養育医療の給付
等に関する規則
・伊東市会計規則



【申請者】
自己負担額の支払い

用具受領欄に署名をした小児慢性
特定疾病児童等日常生活用具給付

券を渡す

小児慢性特定疾病児童等日常生活用
具給付券に必要な署名や印があるか
を確認後、請求書に基づき支出伺を
起案

請求書の受領
↓
委託業者への支払

１４日間

≪課長決裁≫
小児慢性特定疾病児童
等日常生活用具給付委
託料支出伺

≪課長供覧≫
・請求書
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
券

⑬
【委託業者】

請求書及び小児慢性特定疾病児童
等日常生活用具給付券の提出

小児慢性特定疾病児童等日常生活用
具給付委託料支出伺

起案・決裁

①　支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
②　決裁後、会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼支出
命令書

【申請者】
承認後に用品を業者に発注

小児慢性特定疾病児童等日常生活用
具給付承認通知書

及び
小児慢性特定疾病児童等日常生活用

具給付券
の発行

決裁後、見積書の業者に用具の給付
について委託 ㊵

【申請者】
小児慢性特定疾病児童等日常生

活用具給付申請書等
の提出

小児慢性特定疾病児童等日常生活用
具給付申請書等の受理

申請書の記載事項及び公簿等による
審査

≪課長決裁≫
・調査書
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
承認通知書
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
券
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
委託通知書

≪課長供覧≫
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
申請書
・小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付
診断書
・見積書
・小児慢性特定疾病医
療受給券の写し
・同意書
・申請世帯台帳
・身分確認書類写し

⑬
日常生活用具給付決定伺稟議

起案・決裁

補足

変
更
点

対象用具の発注・購入前の申請を受
理

【申請者提出書類】
・小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請書
・小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付診断書
・見積書（宛名は伊東市長のもの）
・小児慢性特定疾病医療受給券の写
し
・同意書（窓口で申請者が記載）
・申請者の身分確認書類の写し

申請書の受理
↓
調査書作成と日常生活
用具給付決定伺稟議の
起案・決裁
↓
小児慢性特定疾病児童
等日常生活用具給付承
認通知書の送付・小児
慢性特定疾病児童等日
常生活用具給付券の発
行
↓
申請時の見積業者に小
児慢性特定疾病児童等
日常生活用具給付委託
通知書を送付

２１日間

（なお、稟議決裁・承
認通知及び給付券の発
行・委託通知書の発送
は同日）

・児童福祉法
・小児慢性特定疾病対
策総合支援事業の実施
について（平成29年5
月30日付け健発0530第
12号厚生労働省健康局
長通知）
・静岡県小児慢性特定
疾病児童日常生活用具
給付事業費補助金交付
要綱
・伊東市小児慢性特定
疾病児童等日常生活用
具給付実施要綱
・伊東市会計規則

①　決裁後、申請者に小児慢性特定
疾病児童等日常生活用具給付承認通
知書と小児慢性特定疾病児童等日常
生活用具給付券を送付
②　不承認の場合は、申請者に小児
慢性特定疾病児童等日常生活用具給
付不承認通知書を送付

㊵

⑭
⑮

申請や給付の内容等を小児慢性特定
疾病児童等日常生活用具給付台帳に
記載し保存

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

支払

【委託業者】
小児慢性特定疾病児童等日常生活用

具給付台帳の整備

申請

承認

発注

委託

【委託業者】
小児慢性特定疾病児童等日常生活用

具給付委託通知書の送付

支払

提出

回付

納品

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係 シート番号 8 業務・事務名 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

業務・事務の目的 在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具を給付し、日常生活上の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹



変
更
点

見直し時字句修正

健康診査票の返送①
（委託医療機関→医師会又は市へ）

健康診査票の返送②
（医師会→市へ）

㊳
㊴

・委託医療機関による個別健診
・保護者が、乳児健診を受診で
きる医療機関に電話等で予約
し、受診する。
（４か月児健康診査…生後４～
６か月未満、１０か月児健康診
査…生後１０～１２か月未満の
児）

・健診受診票
・問診票
・健康診査票

委託医療機関にて乳児健診実施

・委託医療機関は、受診者の健
康診査票（市提出用）と問診票
を、月ごとにまとめて伊東市医
師会へ提出する。
　※伊東市医師会に加入してい
ない医療機関については、郵送
等で直接当課とやりとりをす
る。

・健診受診票
・問診票
・健康診査票

補足
健診未受診で、健診受診月齢を超えてしまった対象児については、家庭訪問・在園先への問い合わせや情報共有を実施するなどして、児の所在と健康・生活状況等を必ず確認するように対処す
る。（状況により、児童ケースワーカーとの同行訪問や連携した対応を検討する場合もあり）

【健診未受診者】 健診未受診者への対応

・まだ乳児健診を受けていない
人で、当月から次月にかけて受
診可能な人に対し、受診勧奨は
がきを送付する。
・場合によっては、地区担当保
健師より電話等で受診勧奨をす
る。

通知文又は電話等 ㊵

報告（情報共有）

・健診事後要フォロー者は、各
地区担当保健師や事後支援事業
の担当者等へ申し送る。
・各地区担当保健師や事後支援
事業担当者にて、支援を開始す
る。

・要事後支援者リ
スト

㊸
㊹
㊻
㊼

要事後支援者への対応

記録

・乳幼児健診結果をまとめ、健
診事後要フォロー者リストを作
成し、係内で情報を共有する。

㊸
㊹
㊻
㊼

・乳児健診の結果を、健診管理
システムに入力
・乳幼児リスト、母子健康カー
ドにも健診結果を記入する。

・母子健康カード
・問診票
・健康診査票

対象者への周知

・市ホームページ等に、乳児健
診の対象者や受診のしかたにつ
いて案内文を掲載。
・出生届を提出時、保護者へ
乳児健診の案内と健康診査票、
問診票等を一式渡す。

年間計画

・母子健康手帳交付時に発行。
・転入および紛失等は、対象者
から交付申請により発行する。

受診票発行

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻、㊼

・静岡県の集合契約による（医
療機関委託）
・前年度の２月～３月頃、委託
先の各医療機関と乳児健診の受
診方法等について確認する。

母子保健法第１３
条

乳幼児健康診査実
施要領（平成１０
年４月８日児発第
２８５号　厚生省
児童家庭局通知）

・受診券
・市ホームページ

【健診対象者】

【委託医療機関】

【医師】
【看護師】

（【助産師】）

【医師会】

・月初めごろ、前月分の乳児健
診結果を伊東市
　子育て支援課へ提出する。

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等

業務・事務の目的 乳児（４か月、１０か月児）に対し、医師による健康診査を実施することにより、乳児の心身障がいの早期発見や進行の防止、乳児の健康の保持増進をはかる。

部 健康福祉部

伊東市　業務手順書

当初作成日 2025/2/28 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

シート番号 9 業務・事務名 乳児（４か月児、１０か月児）健康診査課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係



補足 乳児家庭全戸訪問事業において、１か月児健診の受診状況を確認し、必要に応じて受診勧奨をする。（状況により、児童ケースワーカーとの同行訪問や連携した対応を検討する場合もあり）

変
更
点

【健診未受診者】 健診未受診者への対応

・まだ乳児健診を受けていない
人で、当月から次月にかけて受
診可能な人に対し、受診勧奨は
がきを送付する。
・場合によっては、地区担当保
健師より電話等で受診勧奨をす
る。

通知文又は電話等 ㊵

要事後支援者への対応

・健診事後要フォロー者は、各
地区担当保健師や事後支援事業
の担当者等へ申し送る。
・各地区担当保健師や事後支援
事業担当者にて、支援を開始す
る。

・要事後支援者リ
スト

㊸
㊹
㊻
㊼

報告（情報共有）
・乳幼児健診結果をまとめ、健
診事後要フォロー者リストを作
成し、係内で情報を共有する。

㊸
㊹
㊻
㊼

健康診査票の返送②
（医師会→市へ）

・１か月児健診の結果を、健診
管理システムに入力
・乳幼児リスト、母子健康カー
ドにも健診結果を記入する。

・母子健康カード
・問診票
・健康診査票

記録

㊳
㊴

【医師会】
健康診査票の返送①

（委託医療機関→医師会又は市へ）

・月初めごろ、前月分の乳児健
診結果を伊東市子育て支援課へ
提出する。

・健診受診票
・問診票
・健康診査票

・委託医療機関は、受診者の健
康診査票（市提出用）と問診票
を、月ごとにまとめて伊東市医
師会へ提出する。
　※伊東市医師会に加入してい
ない医療機関については、郵送
等で直接当課とやりとりをす
る。

・健診受診票
・問診票
・健康診査票

【委託医療機関】

【医師】
【看護師】

（【助産師】）

委託医療機関にて乳児健診実施

・委託医療機関による個別健診
・保護者が、乳児健診を受診で
きる医療機関に電話等で予約
し、受診する。
（１か月児健康診査…出生後27
日を超え、生後６週に達しない
乳児）

【健診対象者】 対象者への周知

・市ホームページ等に、乳児健
診の対象者や受診のしかたにつ
いて案内文を掲載。
・出生届を提出時、保護者へ
乳児健診の案内と健康診査票、
問診票等を一式渡す。

受診票発行

年間計画

・母子健康手帳交付時に発行。
・転入および紛失等は、対象者
から交付申請により発行する。

・静岡県の集合契約による（医
療機関委託）
・前年度の２月～３月頃、委託
先の各医療機関と乳児健診の受
診方法等について確認する。

母子保健法第１３
条

乳幼児健康診査実
施要領（平成１０
年４月８日児発第
２８５号　厚生省
児童家庭局通知）

・受診券
・市ホームページ

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

業務・事務の目的 乳児（1か月児）に対し、医師による健康診査を実施することにより、乳児の心身障がいの早期発見や進行の防止、乳児の健康の保持増進をはかる。

部 健康福祉部 課等 子育て支援課 担当係名 母子保健係

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻、㊼

伊東市　業務手順書

当初作成日 2026/2/28 見直し日 見直しによる変更

シート番号 10 業務・事務名 乳児（１か月児）健康診査


